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３．PRTR 制度の概要 

 

以下は経済産業省の 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html より抜粋 

 

＜PRTR 制度とは＞ 

PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）制度とは、人の健康や生態系に有

害なおそれのある化学物質が、事業所から環境（大気、水、土壌）へ排出される量及び廃

棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出

データや推計に基づき、排出量・移動量を集計・公表する制度である。平成 13 年 4 月から

実地されている。 

【化学物質排出把握管理促進法】 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化学物

質排出把握管理促進法、又は単に化管法）は、PRTR 制度と SDS 制度を柱として、事業者に

よる化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止すること

を目的とした法律です。 

【SDS 制度】 

化管法 SDS(Safety Data Sheet : 安全データシート)制度※とは、事業者による化学物

質の適切な管理の改善を促進するため、化管法で指定された「化学物質又はそれを含有す

る製品」（以下、「化学品」）を他の事業者に譲渡又は提供する際に、化管法 SDS(安全デー

タシート)により、その化学品の特性及び取扱いに関する情報を事前に提供することを義務

づけるとともに、ラベルによる表示に努めていただく制度である。 

 取引先の事業者から化管法 SDS の提供を受けることにより、事業者は自らが使用する化学

品について必要な情報を入手し、化学品の適切な管理に役立てることをねらいとしている。 

※ SDS は、国内では平成 23 年度までは一般的に「MSDS （Material Safety Data Sheet : 

化学物質等安全データシート）」と呼ばれていましたが、国際整合の観点から、GHS で定義

されている「SDS」に統一した。また、GHS に基づく情報伝達に関する共通プラットフォー

ムとして整備した日本工業規格 JIS Z7253 においても、「SDS」とされている。 
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＜PRTR 制度の集計対象について＞ 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（以下「化

管法」という。）第９条に基づき、経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関の協力を得

つつ、対象事業者から届け出られた排出量以外の対象化学物質の環境への排出量（以下「届

出外排出量」という。）を経済産業省令・環境省令（「第一種指定化学物質の排出量等の届

出事項の集計の方法等を定める省令」（以下「省令」という。））で定める事項ごとに算出（＝

推計）し、届け出られた排出量の集計結果とあわせて公表することとされている。 

省令で定める事項については、 

① 対象業種を営む事業者からの排出量のうち従業員数、取扱量などの一 定の要件を満た

さないため届出がなされないもの 

② 対象業種以外の業種（以下「非対象業種」という。）のみを営む事業者からの排出量 

③ 家庭からの排出量 

④ 移動体からの排出量 

と規定されているところである。（「集計の対象となる排出量の構成（イメージ図）」参照） 
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＜集計結果の概要（平成 26 年 3 月 6 日 News Release）＞ 

平成 24 年度排出量等の届出を行った全国の 36,504 事業所からの化学物質の排出量・移

動量について全国・全物質で集計したところ、排出量が 162 千トン、移動量が 219 千トン、

排出量と移動量の合計では 381 千トンでした。 

また、国が推計を行った届出対象外の排出量（対象業種からの届出外排出量、非対象業

種からの排出量、家庭からの排出量、自動車などの移動体からの排出量）については、全

国の合計で 244 千トンでした。 

 

【届出排出量・移動量の集計結果（平成 26 年 3 月 6 日 News Release）】 

１）全国・全物質の届出排出量・移動量 

事業者から届出のあった排出量・移動量の全体は、総届出排出量・移動量 381 千トンであ

り、その内訳は、総届出排出量 162 千トン、総届出移動量 219 千トンです。 

総届出排出量の内訳は、大気への排出 147 千トン、公共用水域への排出 7.7 千トン、土壌

への排出 1.8 トン、事業所内の埋立処分 7.5 千トンです。また、総届出移動量の内訳は、

事業所外への廃棄物としての移動 218 千トン、下水道への移動 1.4 千トンです。 

 

 

２）全国の届出排出量・移動量の多い物質 

届出排出量・移動量の多い上位 10 物質の合計は 279 千トンで、総届出排出量・移動量 381

千トンの 73％に当たります。 

上位５物質は、以下のとおりです。 

※括弧内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。 

①トルエン （合成原材料や溶剤として幅広く利用）：93 千トン（構成比 24％） 

②マンガン及びその化合物 (特殊鋼・電池などに利用)：51 千トン（ 〃 14％） 

③キシレン (合成原材料や溶剤として幅広く利用)：38 千トン（ 〃 9.9％） 

④塩化メチレン （金属洗浄などに利用）：19 千トン（ 〃 4.9％） 
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⑤エチルベンゼン（溶剤などに利用）：18 千トン（ 〃 4.6％） 

３）業種別の届出事業所数・排出量・移動量 

 

（平成 26 年 3 月 6 日 News Release） 
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【届出外排出量の集計結果（平成 26 年 3 月 6 日 News Release）】 

１）全国・全物質の届出外排出量 

経済産業省及び環境省が推計を行った平成 24 年度の全国の届出外排出量の合計は、244 千

トンです。 

その内訳は、以下のとおりです。 

・ 対象業種からの届出外排出量* ： 44 千トン（構成比 18％） 

・ 非対象業種からの排出量 ： 83 千トン（ 〃 34％） 

・ 家庭からの排出量 ： 52 千トン ( 〃 21％） 

・ 移動体からの排出量 ： 64 千トン（ 〃 26％） 

※１ 対象業種に属する事業を営む事業者からの排出量であるが、従業員数、年間取扱量そ

の他の要件を満たさないため届出対象とならないもの。 

※２ 括弧内は、届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 

 

２）移動体からの届出外排出量 

移動体からの排出量（64 千トン）の内訳は、以下のとおりです。 

・ 自動車 ： 51 千トン (構成比 79％) 

・ 二輪車 ： 4.1 千トン ( 〃 6.4％) 

・ 特殊自動車（産業機械、建設機械、農業機械） 

： 4.5 千トン ( 〃 7.0％) 

・ 船舶 ： 4.5 千トン ( 〃 7.1％) 

・ 鉄道車両 ： 151 トン ( 〃 0.24％) 

・ 航空機 ： 63 トン( 〃 0.098％) 

※括弧内は、移動体からの届出外排出量の合計に対する構成比を示す。 
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＜集計結果の個別表について＞ 

平成 24 年度排出分（排出把握期間：平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）は平成

26 年 3 月 6 日に公表分にある。PDF、CSV のファイルがある。 

CSV 形式の集計結果の一覧を以下に示す。（平成 27 年 3 月修正） 

1．排出・移動先別の集計 

表 1-1 全国・全業種（CSV 形式：82KB）CSV ファイル【2012b1-1.csv】 

表 1-2 都道府県別・全業種（CSV 形式：1,166KB）CSV ファイル【2012b1-2.csv】 

表 1-3 全国・業種別（CSV 形式：450KB）CSV ファイル【2012b1-3.csv】 

表 1-4 都道府県別・業種別【2012b1-4-［都道府県コード］.csv】 

2．従業員数区分別の集計 

表 2-1 全国・業種別（CSV 形式：556KB）CSV ファイル【2012b2-1.csv】 

表 2-2 都道府県別・業種別【2012b2-2-［都道府県コード］.csv】 

3．算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計 

表 3-1 全国（CSV 形式：54KB）CSV ファイル【2012b3-1.csv】 

表 3-2 都道府県別（CSV 形式：1,900KB）CSV ファイル【2012b3-2.csv】 

4．移動体の区分（自動車・二輪車・特殊自動車・船舶・鉄道車両・航空機）別の集計 

表 4-1 全国（CSV 形式：2KB）CSV ファイル【2012b4-1.csv】 

表 4-2 都道府県別（CSV 形式：65KB）CSV ファイル【2012b4-2.csv】 

 

平成 24 年度の全国・全業種の例＜排出年度：平成 24 年度（平成 27 年 3 月修正）＞ 

 

 

 

平成 24 年度の全国・業種別の例＜排出年度：平成 24 年度（平成 27 年 3 月修正）＞ 

 

 

 

 

物質番号 物質名称  排出 移動 全体 大気 公水 土壌  埋立 合計 廃棄物 下水道 合計

1 亜鉛の水溶性化合物 2619 454 3910 90 2576 2 4 2672 407 113 520

対象物質 報告事業所数 (件) 排出件数 (件) 移動件数 (件)

大気
公共用水

域
土壌 埋立 合計

廃棄物移
動

下水道へ
の移動

合計

16306 606746 2 300169 923222 3221437 13799 3235236 4158458 99 9999 全国 全業種

排出･移動
量合計

都道府県
コード

業種コード
都道府県

名
業種名

排出量（kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年）大気
移動量（kg/年;ダイオキシン類は

mg-TEQ/年）廃棄物移動

物質番号 物質名称  排出 移動 全体 大気 公水 土壌  埋立 合計 廃棄物 下水道 合計

1 亜鉛の水溶性化合物 9 0 10 0 9 0 1 10 0 0 0

対象物質 報告事業所数 (件) 排出件数 (件) 移動件数 (件)

大気
公共用水

域
土壌 埋立 合計

廃棄物移
動

下水道へ
の移動

合計

0 2534 0 120 2654 0 0 0 2654 99 500 全国 金属鉱業

都道府県
名

業種名
排出･移動

量合計

排出量（kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年）大気
移動量（kg/年;ダイオキシン類は

mg-TEQ/年）廃棄物移動 都道府県
コード

業種コード
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平成 24 年度の算出事項（対象業種・非対象業種・家庭・移動体）別の集計の例＜排出年度：

平成 24 年度（平成 27 年 3 月修正）＞ 

 

 

 

  

物質番号 物質名称
対象業種
を営む事

業者

非対象業
種を営む
事業者

家庭 移動体 小計
届出排出
量（％）

届出外排
出量（％）

1 亜鉛の水溶性化合物 19390 16863 36253 923222 959475 96 4 99 全国

都道府県
コード

都道府県
名

対象物質 排出量（kg/年;ダイオキシン類はmg-TEQ/年）
届出外排出量（推計値）

届出排出
量（集計

値）
合計

構成比




